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ま
ち
の
中
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
種

類
の
「
屋
外
広
告
物
(※)
」
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
屋
外
広
告
物
を
表
示

す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
市
町
村

長
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
ま
ち
の
良
好
な
景
観
の
た
め
に
、

屋
外
広
告
物
を
表
示
す
る
と
き
は
許

可
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

※
屋
外
広
告
物
と
は
、
常
時
ま
た
は

一
定
の
期
間
継
続
し
て
屋
外
で
公
衆

に
表
示
さ
れ
る
広
告
物
の
こ
と
で
、

看
板
、
立
看
板
、
は
り
紙
、
は
り
札

の
ほ
か
、
広
告
板
、
建
物
な
ど
に
掲

出
さ
れ
た
も
の
な
ど
を
い
い
ま
す
。

○ 

屋
外
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
「
ま

ち
の
良
好
な
景
観
の
形
成
」
と

「
公
衆
に
対
す
る
危
害
の
防
止
」

の
点
か
ら
、
表
示
場
所
や
大
き
さ

な
ど
を
規
制
し
て
い
ま
す
。

［
主
な
規
制
の
例
］

　
自
己
の
店
舗
等
に
、
店
名
、
取
扱

商
品
名
な
ど
を
表
示
す
る
場
合
（
自

家
広
告
物
）や
次
の
場
合
は
、禁
止
地

域
で
も
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・ 

広
告
物
の
合
計
面
積
が
５
㎡
以
下

で
、
許
可
基
準
に
適
合
す
る
場
合

・ 

広
告
物
の
合
計
面
積
が
１
０
０
㎡

以
下
（
第
１
種
禁
止
地
域
に
あ
っ

て
は
、
合
計
面
積
が
建
築
物
の
規

模
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
面
積
以

下
で
、
一
の
広
告
物
の
面
積
が
15

㎡
以
下
）
で
、
許
可
基
準
に
適
合

し
、
市
町
村
長
の
許
可
を
受
け
た

場
合

◆ 

屋
外
広
告
物
は
、
種
類
ご
と
に
許

可
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

許
可
期
間
の
満
了
後
も
引
き
続
き

表
示
す
る
た
め
に
は
、
更
新
許
可

の
手
続
が
必
要
で
す
。
許
可
期
間

が
切
れ
た
屋
外
広
告
物
は
、
違
反

広
告
物
と
し
て
除
却
命
令
の
対
象

に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

○ 

許
可
手
続
や
許
可
基
準
な
ど
、
屋

外
広
告
物
に
つ
い
て
の
ご
相
談
は
、

五
霞
町
建
設
環
境
課
へ
。

　

（84）
３
３
４
７
（
直
通
）

　
茨
城
県
筑
西
児
童
相
談
所
が
９
月

18
日
か
ら
次
の
と
お
り
庁
舎
移
転
し

ま
す
。

○�

移
転
先
住
所
　
〒
３
０
８
―
０
８

４
１
　
筑
西
市
二
木
成
６
１
５

　
筑
西
合
同
庁
舎 

分
庁
舎

○
お
問
い
合
わ
せ

　
筑
西
児
童
相
談
所

　

０
２
９
６
（24）
１
６
１
４

○�

開
催
期
間
　
９
月
４
日
〜
12
月
18

日
の
火
曜
日
、
金
曜
日

　
火
曜
日
　
午
後
１
時
15
分
〜

　
　
　
　
　
　
２
時
15
分（
全
12
回
）

　
金
曜
日
　
午
後
６
時
45
分
〜

町
税
等
夜
間
収
納
窓
口
の
開

設
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
７
時
45
分（
全
13
回
）

○�

内
容
　
音
楽
に
合
わ
せ
、
水
の
特

性
を
生
か
し
た
水
中
運
動

○
参
加
資
格
　
高
校
生
以
上

○
参
加
人
数
　
先
着
25
名

○
参
加
費
　
入
場
料
の
み

　
　
　
　
（
大
人
１
回
２
０
０
円
）

○�

お
申
し
込
み
方
法
　
当
日
受
付
に

て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○�

そ
の
他
　
開
催
期
間
中
、
休
館
日

等
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合

わ
せ
の
う
え
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
猿
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　

（87）
７
２
２
３

○
募
集
区
画
　
５
区
画

○
お
申
し
込
み
書
配
布
期
間
　

　
10
月
13
日
(土)
〜
27
日
(土)

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

○
お
申
し
込
み
受
付
期
間

　
10
月
20
日
(土)
〜
27
日
(土)

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

※ 

お
申
し
込
み
者
が
多
い
場
合
は
、

区
画
ご
と
に
抽
選
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

○
抽
選
日
　

　
10
月
28
日
(日)
午
前
９
時
か
ら

○
お
申
し
込
み
資
格
　

・ 

お
申
し
込
み
時
点
で
６
カ
月
以
上

境
町
、
五
霞
町
、
坂
東
市
、
古
河

市
に
住
民
登
録
を
し
、
現
在
も
居

住
し
て
い
る
方
で
本
人
ま
た
は
世

帯
員
が
当
霊
園
の
使
用
許
可
を
受

け
て
い
な
い
方
。

・ 

お
申
し
込
み
者
は
世
帯
主
と
し
、

１
世
帯
１
区
画
と
し
ま
す
。

○
必
用
書
類
　

①
墓
地
使
用
許
可
申
請
書

② 

住
民
票
の
写
し
（
発
行
後
１
カ
月

以
内
の
も
の
で
世
帯
全
員
、
世
帯

主
及
び
定
住
年
月
日
が
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
。）

③
印
鑑
（
認
印
で
結
構
で
す
。）

・ 

そ
の
他
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
さ
し
ま
環
境
管
理
事
務
組
合

　
総
務
課

（87）
０
６
０
９

　
法
務
局
の
取
り
扱
う
業
務
全
般
に

つ
い
て
、
法
務
局
職
員
、
司
法
書
士
、

土
地
家
屋
調
査
士
及
び
人
権
擁
護
委

員
が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

○
日
時
　
９
月
23
日
(日)
午
前
10
時
〜

午
後
４
時
（
た
だ
し
、
受
付
時
間
は

午
後
３
時
ま
で
）

○
場
所
　
下
妻
会
場
・
水
戸
地
方
法

務
局
下
妻
支
局

○
内
容
　
土
地
の
境
界
争
い
、
相
続

・
贈
与
な
ど
の
登
記
手
続
、
戸
籍
の

届
出
方
法
、
子
ど
も
の
い
じ
め
な
ど

○
お
問
い
合
わ
せ

　
水
戸
地
方
法
務
局
下
妻
支
局

　

０
２
９
６
（43）
３
９
３
５

 

（
町
民
税
務
課
）

　
平
日
の
日
中
、
お
仕
事
等
で
町
税

等
の
納
付
が
で
き
な
い
方
や
納
税
相

談
へ
お
越
し
に
な
れ
な
い
方
の
た
め

に
、
次
の
と
お
り
町
税
等
の
収
納
窓

口
の
受
付
時
間
を
延
長
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
開
設
日
　
９
月
28
日
(金)

　
午
後
５
時
15
分
〜
午
後
７
時

○
場
所
・
お
問
い
合
わ
せ

対象税等 町　税　等
学校給食費 介護保険料 保育料 上下水道料金 下水道

受益者負担金

担当課
（場所）

町民税務課
教育委員会
（役場）

健康福祉課
（役場）

健康福祉課
（役場）

上下水道課
（川妻浄水場）

上下水道課
（川妻浄水場）

担　当
グループ

税　　務Ｇ
学校教育Ｇ 高齢者支援Ｇ 社会福祉Ｇ 水　道Ｇ

下水道Ｇ 下水道Ｇ

電　話 （84）1966 （84）0006 （84）0006 （84）3000 （84）3000

屋
外
広
告
物
の
表
示
に
は
許

可
が
必
要
で
す

茨
城
県
筑
西
児
童
相
談
所

庁
舎
移
転
の
お
知
ら
せ

清
水
丘
聖
地
霊
園
の
区
画
募

集

猿
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

ア
ク
ア
ビ
ク
ス
講
座
の
お
知

ら
せ

全
国
一
斉
法
務
局
休
日
相
談

所（
水
戸
地
方
法
務
局
）開
設

の
お
知
ら
せ


